
 

 

■災害対策基本法の一部を改正する法律（防災教育に関する箇所を抜粋） 

（平成 24年法律第 41号；平成 24年 6月 27日公布、施行） 

規定の創設 

 ３ 教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上 

  ■一 教訓伝承の新設・防災教育強化等による防災意識の向上 

 

※国民の防災意識向上を図るため、住民の責務として、災害教訓を伝承することを明記するとと

もに、国・地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関において防災教育を行うことを努力義

務化する旨を規定。 
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